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令和５年度～令和７年度調査について

　中央畜産会では、畜産動産担保融資（asset
‐based lending。以下、「畜産 ABL」という。）
の推進を図るため、これまで金融機関をはじ
めとする関係者の方々の協力を得て、「畜産
ABL の円滑な導入・定着のためのマニュアル」
や、畜産 ABL に関するパンフレット等を作成・
配布するとともに、その活用促進に努めてき
たところである。
　令和５年度から令和７年度においては、独
立行政法人農畜産業振興機構の助成を受け、
畜産 ABL を利用できる環境整備を進めるた
めに畜産動産担保融資活用支援事業を実施

し、銀行、信金、農協等金融機関における畜
産 ABL の現状把握、課題の洗い出し、解決
方法の検討、現地調査等による事例の収集・
蓄積等を行った。
　この結果については、令和７年度畜産動産
担保融資活用支援事業「畜産 ABL 事例集（取
りまとめ版）」（令和８年２月）に掲載してい
るが、調査のポイントとなった①担保評価の
方法、②モニタリングの実施方法、③デフォ
ルト時の対応（家畜の処分）の事例について
紹介したい。
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令和５年度調査

　令和５年度の畜産 ABL に関するアンケー
ト（以下、「アンケート」という。）では、合
計 846 金 融 機 関（ 銀 行 等 278、 農 協 系 統
568）を対象に調査を実施し、回答のあった
538 金融機関（回収率 63.6％） のうち、 畜
産 ABL 融資を取り扱っていると回答があっ
たのは 69 金融機関であった（表１）。

（表１）金融機関別調査数

金融機関 配布数 回答数 回収率
（％）

畜産 ABL
取扱機関

銀行等 278 194 69.8% 29
農協系統 568 344 60.6% 40
計 846 538 63.6% 69

　このうち半数以上の金融機関が、畜産 ABL
の取扱いにあたり、①担保評価の方法、②モ
ニタリングの実施方法、③デフォルト時の対
応（家畜の処分）、④これら全般的にノウハ
ウが無い、といった課題があることがわかっ
た（表２）。

令和６年度及び令和７年度調査

　令和５年度のアンケートの結果を踏まえ
て、令和６年度及び令和７年度においては、
①担保物件に関する評価方法、②バックアッ
プスキームの構築割合が低い背景や構築する
上での課題、③評価額と処分額、家畜の担保
価値を維持するための方法やデフォルト時の

（表２）機関別の畜産ABL の取組方針と取り組んでいない理由

（「畜産ＡＢＬ融資」に関するアンケート調査結果報告書（2024年 3月）より抜粋）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

65 32 3 38 25 33 19 7
100% 49.2% 4.6% 58.5% 38.5% 50.8% 29.2% 10.8%
224 104 24 108 100 75 95 36
100% 46.4% 10.7% 48.2% 44.6% 33.5% 42.4% 16.1%

53 29 6 27 16 17 10 0
100% 54.7% 11.3% 50.9% 30.2% 32.1% 18.9% 0.0%
110 69 31 75 56 46 20 0
100% 62.7% 28.2% 68.2% 50.9% 41.8% 18.2% 0.0%

118 61 9 65 41 50 29 7
100% 51.7% 7.6% 55.1% 34.7% 42.4% 24.6% 5.9%
334 173 55 183 156 121 115 36
100% 51.8% 16.5% 54.8% 46.7% 36.2% 34.4% 10.8%

⑦　預託事業があるため

①　管内に畜産農家が少なく、融資案件の見込みがないため
②　畜産ABLに取り組んだとしても、導入にかかるコストのほうが大きく、費用対効果が乏しいため
③　担保の評価や処分方法のノウハウ等有していないため
④　組織内に畜産ABLに対応できる人員がいないため
⑤　顧客（借入者）から借入相談等がないため
⑥　他の資金で十分対応可能なため

　融資案件、借入相談等が
　具体的に出てくれば検討
　現状では取り組む予定は
　ない

畜産ABLに取り組んでいない理由
今後畜産ABLに取り組む可能性

農協系統

銀行等

合計

　融資案件、借入相談等が
　具体的に出てくれば検討
　現状では取り組む予定は
　ない

　融資案件、借入相談等が
　具体的に出てくれば検討
　現状では取り組む予定は
　ない
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実態等について、実際に畜産 ABL や担保処
分を行った金融機関へヒアリング調査を行っ
た。
（１）畜産 ABL 実態・モニタリング調査
　令和６年度及び令和７年度において、４銀
行、２信金、１信組、４農協の計 11 機関か
ら畜産 ABL の実態についてヒアリングを行っ
た。
①　担保評価について
　担保評価については、外部委託する場合と
自行で行う場合があり、評価額は家畜の導入
時の価格に育成費（飼料費）を加えて掛け目
を掛けるケースや市場平均出荷額に掛け目を
掛けるケースなどがあった（表３）。

（表３）
金融機関 担保評価の方法

Ａ銀行 外部委託（自行で行う場合あり）して、
掛け目をかける

Ｇ銀行 飼養期間、飼養費用（素畜費＋飼料費）
を基に算出

Ｂ信金 （仕入価格＋飼料費）×掛目 50％

Ｃ信組 食肉公社が市場平均出荷額で評価、信
用組合が掛目 60％評価

Ｄ農協 乳牛の市場価格を参考に評価

Ｍ農協 評価額は立証が難しく「添え担保」と
して評価額はゼロ

②　モニタリングについて
　畜産 ABL と他資金の融資における実地確
認・モニタリング面を比較すると畜産 ABL
の頻度が高い（表４）。
　金融機関では、モニタリングの頻度を高
め、畜産経営者と意思の疎通を図ることによ
り、経営悪化等の異常に早く気付くことがで
き、早期の経営破綻防止策の検討（債務不履
行（デフォルト）リスクの回避）を可能とし
ている。また、借入者側にとっては、金融機
関とコミュニケーションが取れることによっ

て必要な資金を調達したいときに円滑な資金
融通も可能となる。

（表４）

Ａ銀行 他の融資では実地確認、モニタリング
はしない

Ｂ信金 頻度が多い
Ｃ信組 協定先にて月次で行う

Ｄ農協 現地確認、市場販売確認、個体識別確
認を行う

Ｅ銀行 ＡＢＬの場合は実査、毎年評価換えを
行う

Ｆ銀行 頻度や項目が増加する

Ｇ銀行 畜産業者に応じて 1 年毎、６ヵ月毎（現
地調査 3 ヵ月毎）

Ｈ信金 モニタリングは月１回、翌月にはロー
ンレビューを提出

Ｉ農協 細かな確認内容となる
Ｋ農協 変わらない
Ｍ農協 担保実査などの回数は増える

　また、正常時のモニタリングと経営悪化等
を把握した以降のモニタリングを比較する
と、ほとんどの金融機関でモニタリングの回
数を増やしている。以下は、D 農協の例であ
るが、経営悪化等を把握した以降、決算書の
確認以外、モニタリングの頻度を高めてい
る。

【D 農協の例】

関係書類
等報告 確認事項 正常時

経営悪化等
を把握した
以降

〇経営面

決算書確認 年１回 年１回
資金繰り ３ヵ月１回 月１回
負債の増減 ３ヵ月１回 月１回
販売成績 ３ヵ月１回 月１回
その他

〇飼養面

頭数増減 ２ヵ月１回 月１回
異常の有無 ２ヵ月１回 月１回
飼養状況 ２ヵ月１回 月１回
繁殖成績 ２ヵ月１回 月１回
肥育成績 ２ヵ月１回
その他
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現地調査 確認事項 正常時
経営悪化等
を把握した
以降

〇経営面

決算書確認 年１回 年１回
資金繰り ３ヵ月１回 月１回
負債の増減 ３ヵ月１回 月１回
販売成績 ３ヵ月１回 月１回
その他

〇飼養面

頭数増減 ２ヵ月１回 月１回
異常の有無 ２ヵ月１回 月１回
飼養状況 ２ヵ月１回 月１回
繁殖成績 ２ヵ月１回 月１回
肥育成績 ２ヵ月１回
その他

　モニタリングの分析結果を事業者へフィー
ドバックしている金融機関は６機関で、この
うち４機関では経営改善に結びついていると
回答しており、モニタリングは経営改善にも
有効であることがわかる（表５）。

（表５）
分析結果を
事業者へフ
ィードバッ
クしている
か

している
６機関

（２銀行、
１信金、３
農協）

していない
４機関

（２銀行、
１信金、１
農協）

無回答１機関
（１信組）

分析結果の
フィードバ
ックにより
経営改善に
結びついて
いるか

結びついて
いる４機関

（１銀行、
３農協）

結びついて
いない２機関
（２信金）

無回答５機関
（３銀行、１
信組、１農
協）

分析結果を
事業者にフ
ィードバッ
クすること
について問
題点がある
か

ある
１機関

（１農協）

ない
７機関

（３銀行、
２信金、２
農協）

無回答３機関
（１銀行、１
信組、１農
協）

問 題 点 が
ある理由

当組合の作業時間の確保が大変

　債務不履行（デフォルト）防止のため、特
に心がけている或いは畜産農家を指導してい
ることについて（表６）

（表６）
Ｄ農協 ・経営改善対策チームによる指導

Ｇ銀行
・�定期的なモニタリングによるリレー
ション強化

・決算時の業況確認

Ｊ農協

・�営農担当者が肥育上の指導、資金上
の確認を行い一頭当たり負債額が高
額になっている場合、面談と経営診
断を行う

Ｋ農協
・�生産性向上のための増頭対策や疾病
対策、繁殖改善に向けた指導

・労働力対策、後継者対策

Ｍ農協

・�指導班体制を整え技術指導巡回及び
資金面の管理を徹底

・�定期的な実績検討会を開催し改善点
等を本人、ＪＡ指導班にて共有し解
決に向けて取り組んでいる

　関係機関と連携したバックアップスキーム
について（表７）

（表７）
スキーム
の有無 スキームの内容

Ａ銀行 有
・�担保牛管理、経営破綻等（バ
ックアップ）を全国肉牛事業
協同組合が実施

Ｄ農協 有 ・�畜産担当者等が業務の一環と
して市場等に運び売却する

Ｇ銀行 有

・�対象動産を処分するときは、
取引先の販売先や仕入れ先等
への売却

・当行取引先への売却
・�同業者への事業売却（Ｍ＆Ａ）
等適切な方法を選択する

Ｊ農協 有

・�全部売却して経営中止する
が、処分するまでは他の農家
（管理料支払）、ＪＡが飼養す
る

Ｋ農協 無
・�離農時の状況は様々である為
に、その都度スキームを構築
して対応する

Ｍ農協 無 －
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【関係者のサポートが得られなかった場
合の対処】

　・�本人や親族、近所の同業者へ依頼（K
農協）

　・�家畜以外は債務者の意向も考慮し進め
ているが、JA に依頼があった場合は
関係部署と連携を取り進めている。ま
たは、町村へ協力を依頼する（農地売
却等）（M 農協）

③�　デフォルト時の対応（担保処分）につい
て

　畜産担保換価処分の実績、畜産担保換価処
分時のルールの有無について、換価処分の実
績が「ある」と回答した４機関のうち、換価
処分時のルールが「ある」と回答したのは２
機関であった。バックアップスキームにより
処分した G 銀行は、「担保対象牛の一時飼養、
処分に関する協定」による処分が４先、回収
率 70％であったと回答しており、事前にバッ
クアップスキームを構築していたことで、高
い回収率となったと思われる（表８）。

（表８）
畜産担保換価処
分の実績の有無

ある
４機関

ない
７機関

畜産担保換価処
分時のルールの
有無

ある
２機関

ない
９機関

どのような方法
で処分し、評価
額に対して回収
額はどの程度だ
ったか

・�競売、買い手と売り手の交渉
（Ａ銀行）
・�家畜市場に販売、販売した牛
の評価額を繰上償還（Ｄ農協）

・�家畜市場又は屠畜場での販売、
その時の牛のコンディション
により価格は大きく変わる
（Ｋ農協）
・�バックアップスキーム（担保
対象牛の一時飼養、処分に関
する協定）により処分（4 先、
回収率 70％）（Ｇ銀行）

④　経営正常化に向けた取組について
　経営悪化等を把握した場合の指導等を強化
する基準を定めている機関は D 農協のみで
あった。
　具体的には、毎年３月末を基準に経営階層
区分を定め、階層区分の低い経営について
は、JA の経営課が中心となり、役場、普及
センター、獣医と協議し、農家へ出向き指導
している。
　一方、経営悪化等を把握した場合の指導等
を強化する基準がない場合の取組について
は、次のとおりであった。

Ａ銀行 通常の経営指導

Ｂ信金 ＡＢＬではないが、経営悪化した場合、
融資限度の見直し等の基準がある

Ｆ銀行 案件ごとに対応

Ｇ銀行 関係者（飼料メーカー、パッカー、税
理士、獣医師等）との連携

Ｈ信金 経営状況を把握しながらやっているの
で貸しっぱなしにはしていない

Ｉ農協

畜産部署が融資部、審査部への情報提
供により、関連部署が新たな資金対応
又は条件緩和対応を協議し、畜産農家
へ支援策を提案

Ｋ農協

特別指導組合員に指定し、四半期毎に
実績点検し現況や今後の見通しについ
て協議し、理事、職員で構成された営
農委員会にて報告し今後の対策を協議
する

Ｍ農協 メイン行と連携し、対応を協議する

（２）デフォルト実態調査
①�　畜産経営の債務不履行（デフォルト）状

況について、その要因を聞いたところ、体
調不良、後継者不足、飼料代高騰等による
経営悪化や繁殖成績の低下や管理不足と
いった技術不足等による経営不振が理由と
なっている（表９）。
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②�　債務不履行（デフォルト）事例（９事例）
の内容について

　ア　法人・個人の別
法人 3 件 33.3％
個人 6 件 66.7％

　イ　畜産経営の形態
酪農 5 件 55.6％
肉用牛 1 件 11.1％
ホル育成 1 件 11.1％
養豚 2 件 22.2％

　ウ　債権保全
　　１）　担保　　　

担保を
取っていた 9 件

担保の種類

不動産・動産（1）、土地・共
済（2）、土地・貯金・共済・
牛（1）、土地・貯金・牛（1）、
不動産（1）、不動産・肉用牛
（1）、土地・居宅（2）

　　２）　保証人
保証人のみ 3 件 33.3％
基金協会保証のみ 4 件 44.5％
保証人と基金協会
保証 2 件 22.2％

　エ�　債務不履行（デフォルト）に至った理
由

Ａ銀行
・家畜の疾病等の発生の影響
・過剰設備投資

Ｄ農協
・�顧客（借入者）又は家族が病気（死亡）
等になった

・顧客（借入者）の放漫経営

Ｇ銀行
・家畜の疾病等の発生の影響
・畜産環境の変化（飼料高騰等）

Ｋ農協

・�顧客（借入者）又は家族が病気（死亡）
等になった

・災害被害の影響（雪害、牛舎倒壊）
・畜産環境の変化（飼料高騰等）

Ｍ農協
・家畜の疾病等の発生の影響
・顧客（借入者）の放漫経営
・畜産環境の変化（飼料高騰等）

問い合わせ先
（公社）中央畜産会　資金・経営対策部

　担当：諏訪
　T E L ：03-6206-0833
　FAX：03-5289-0890

（表９）
金融機関 発生年度、件数、金額 債務不履行の概要（要因）

Ｄ農協
令和４年度　２件、130 百万円
（うち畜産ＡＢＬ 1件、２百万円）
令和３年度　1件、49 百万円

体調不良 1件
経営不振 2件

Ｇ銀行 令和５年度　１件、20 百万円 飼料代高騰等により経営悪化

Ｊ農協

令和６年度　５件
令和５年度　１件
令和４年度　１件
令和３年度　２件
令和 2年度　１件

高齢（後継者不足）
経営不振
業種（野菜）変更

Ｋ農協
令和２年度　１件、67 百万円
（うち畜産ABL1 件、67 百万円）

経営主のケガ（骨折）により、飼養管理や作業効率が低下し
経営が悪化

Ｍ農協
令和５年度　１件、27 百万円
令和４年度　１件、13 百万円

繁殖成績の低下
管理不足等により個体乳量が伸びなかった
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はじめに

　高病原性鳥インフルエンザや豚熱などの家
畜伝染病が発生すると、発生農場では原則と
してすべての家畜の殺処分等が行われ、収入
が途絶することによって畜産経営に重大な支
障が生じることとなります。
　このように、疾病発生直後に急激に悪化す
る資金繰りに対応するため、家畜伝染病予防
法（昭和 26 年法律第 166 号。以下、「家伝法」
という）に基づき、原則としてすべての発生
農場に交付される手当金および特別手当金

（以下、「手当金等」という）の交付見込み額
を限度に、無利子・保証料免除で迅速に融通
するクイック融資メニューを令和７年度に家
畜疾病経営維持資金の経営再開資金に措置し
ました。
　今回は１年目の融資動向やクイック融資メ
ニューの特徴である迅速性を踏まえて、制度
の概要と手続きについて畜産特別支援資金融
通事業実施要綱（別添２家畜疾病経営維持資
金融通事業）（以下、「要綱」という）および
家畜疾病経営維持資金融通事業実施要領（以
下、「実施要領」という）に規定されている
内容を紹介します。

クイック融資メニューの概要

（１）融通対象者
　クイック融資メニューは、家伝法に基づき
手当金等が交付されることを前提に限度額を
定めて融資を行い、手当金等が交付された場
合には一括償還することを条件としており、
言い換えれば、手当金等が交付されるまでの
つなぎ資金的な役割を担っています。
　クイック融資メニューの融通対象者は対象
疾病の発生により家畜等の殺処分を受けてい
ることに加えて、償還財源となる手当金等が大
きく減額される者を除外する必要があります。
　このため、農林水産省消費・安全局動物衛
生課長が、発生事例に係る対象家畜経営者に
ついて、次のアからウまでのいずれにも該当
しないことが確認された場合には、その旨を
発生事例を所管する都道府県に対し通知する
こととなっています。
　なお、この通知は当該発生事例に係る防疫
措置完了から３日後までに行うこととされて
います。
　ア�　対象家畜伝染病の発生に当たって飼養

する家畜に明らかに異状が生じていたに
もかかわらず出荷するなど、当該家畜伝
染病のまん延につながる行動をとった疑
いのある者

　イ�　対象家畜伝染病の発生時に当該家畜伝
染病のまん延を防止するために都道府県

クイック融資メニュー（家畜疾病経営維持資金） 
について　　　　　　　　　 　　　　　　　　

（公社）中央畜産会　資金・経営対策部

畜 産 リ ベ 情 報ノ2
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が講じた措置に対して協力しなかった疑
いのある者

　ウ�　対象家畜伝染病の発生に当たって、都
道府県に対する異常家畜の通報の遅延や
飼養衛生管理基準の不遵守の疑いによ
り、手当金等の減額率が 20％を超過す
ることが見込まれる者

　　※�　対象疾病は、家伝法第２条第１項に
規定する家畜伝染病（法定伝染病）の
うち、牛疫、牛肺疫、口蹄疫、伝達性
海 綿 状 脳 症（TSE）、 豚 熱、 ア フ リ カ
豚熱、高病原性鳥インフルエンザおよ
び低病原性鳥インフルエンザが対象と
なります。

　　　�　これらの疾病は、発生に伴い、家伝
法の規定に基づき原則として発生農場
で飼養する全ての家畜を殺処分しなけ
ればならないものであり、ヨーネ病や
伝染性リンパ腫、ランピースキン病と
いった、原則として感染家畜のみが殺
処分・自主淘汰となるものや殺処分が
必須ではないものは対象ではありませ
んので、ご留意ください。

（２）資金の使途
　経営安定計画（２の（２）参照）に基づい
て畜産経営の安定を図るのに必要な資金と
なっています。
　クイック融資メニューは、対象疾病発生後
に急激に悪化する資金繰りに対応するための
資金ですので、計画に基づきこれに対応する
ために必要なものとし、使途の限定はされて
いません。
（３）融資機関
　クイック融資メニューを取り扱うことので
きる融資機関は、農業協同組合や信用農業協
同組合連合会のほか、銀行、信用金庫、信用
協同組合等となっており、銀行等についても
都道府県知事の指定は不要となっています。
　なお、クイック融資メニューを取り扱う金

融機関については、中央畜産会と利子補給契
約を締結する必要があります。この契約は、
貸付実行までに締結しておくことが基本で
す。また、この契約は一度締結していただけ
れば将来的に有効となりますので、具体的な
案件が発生していない場合であっても迅速な
融資実行に備え、あらかじめ契約しておくこ
とも可能です。
（４）貸付条件
　ア　貸付限度額
　　（ア）貸付限度額は「手当金等交付見込

額」または「３億円（ただし、発生事
例が複数ある場合には、３億円に発生
事例数を乗じた額とする。）」のいずれ
か低い額となっています。

　　（イ）手当金等交付見込額
　　　�　手当金等交付見込額は、次により算

定されます。
　　　（�手当金等交付見込額）＝（要綱別表

１－２に定める単価（※））×（家伝
法に基づく家畜の殺処分頭羽数）

※　要綱別表１－２に定める単価（主なもの）
畜種等 単価（円／ 1 頭羽）

肉用牛 552,532
乳用牛 296,822
繁殖豚（雌） 71,936
肥育豚 16,030
採卵鶏 839
肉養鶏 374

　　（ウ）クイック融資メニューの貸付限度
額の算定に当たり用いる１頭羽当たり
の単価は、令和２年度から令和６年度
に交付した家畜伝染病に係る手当金等
の平均評価実績額の 80％としていま
す。

　　（エ）クイック融資メニューは、手当金
等が交付されることを前提としている
ことから、 償還確実性を担保するた
め、融通対象者については手当金等が
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20％以上減額されると見込まれる者
を除くとともに、限度額算定に当たっ
て使用する単価は手当金等の平均評価
実績額の 80％としているところです。

　イ　償還期限および償還方法
　　　償還期限は２年以内とし、償還方法は

一括償還です。
　　　ただし、手当金等の交付を受けた場合

には、償還期限にかかわらず速やかに償
還することが必要です。

　　　なお、利子補給事業であるクイック融
資メニューの融資期間の１年は貸付日か
ら翌年の応当日の前日までとなります。

（例えば、 ５月 20 日貸付実行の１年間
は翌年の５月 19 日まで、２年間は翌々
年の５月 19 日までになります。）

　ウ　貸付利率
　　　貸付利率は、無利子です。
　エ　利子補給率
　　　利子補給率は、貸付時の基準金利と同

率となります。
　　※�　基準金利とは、農業近代化資金の円

滑な融通のためのガイドラインに定め
る基準金利です。

（５）債権保全措置
　ア　クイック融資メニューの円滑な融通を

確保する観点から、農業信用保証保険制
度を活用することができます。

　イ　農業信用基金協会が債務保証をする場
合において、被保証者が負担する保証料
を免除するため、農業信用基金協会（以
下、「基金協会」という）に対し、当該
保証料を補填するためのクイック融資メ
ニュー保証交付金（以下、「保証交付金」
という）を交付します。

クイック融資メニューの借入手続き

（１�）対象家畜伝染病の発生から融通対象者
等への情報提供

　ア　クイック融資メニューの融通対象者で
ある旨の通知

　　　対象家畜伝染病が発生した場合には家
伝法に基づく防疫措置が実施されます
が、農林水産省消費・安全局動物衛生課
長により当該発生事例に係る防疫措置完
了時点で、当該発生事例についてクイッ
ク融資メニューの融通対象者から除外さ
れないことが確認された場合には、当該
発生事例に係る都道府県に通知すること
となっています。

　　　なお、この通知は防疫措置完了から３
日後までとされています。

　　※�　除外される要件とは１の（１）アか
らウです。

　イ　発生農家への伝達と関係機関との情報
共有

　　　農林水産省から当該発生事例について
クイック融資メニューの融通対象者の除
外ケースに該当しない旨の連絡を受けた
都道府県は、当該発生事例農家にクイッ
ク融資メニューが使える旨を伝えるとと
もに、融資機関や保証機関である基金協
会に情報提供してもよいかを確認の上、
情報共有を行います。

　　　なお、都道府県から当該発生農家に連
絡する際に、借入を希望するか否かの確
認と併せてメインバンクを確認し、当該
融資機関も同席してもらい、制度の説明
や今後の進め方などを協議された例もあ
ります。

（２�）経営安定計画の作成からクイック融資
メニューの貸出（図１）

　ア　経営安定計画の作成・提出
　　　クイック融資メニューの借入希望者
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は、要綱別紙様式第１－３号の経営安定
計画（別添１）を作成し融資機関に提出
します。

　　※�　経営安定計画は、借入希望者が作成
し都道府県知事の承認を受けるための
計画です。 記載内容は次のとおりで
す。

　　　１　生産の状況
　　　　　ア 経営規模、イ 労働力、
　　　　　ウ 主要品目
　　　２　資金の必要性
　　　　　�ア 資金必要額の説明、イ 経営安

定のための具体的取組、ウ 経営
状況（疾病の発生状況、農業粗収
益、農業所得、負債額）

　　　３　資金借入内容
　　　　　�借入計画額、借入希望日、借入希

望期間、融資機関名、償還方法
　　　　（添付書類）
　　　　　・�借入金・リースの返済予定表、

直近３ヵ年の決算書類
　　　　　・�家伝法第 16 条第１項に基づく

と殺指示書の写し
　　　　　・�農業信用保証保険制度を活用す

る場合は、当該制度利用に必要
な書類

　イ�　融資機関による審査と都道府県への提
出

　　　融資機関は、借入計画額が貸付限度額
を超えていないことなど、当該経営安定
計画の内容を検討の上、融資が可能と判
断した場合には、都道府県知事に当該計
画を提出します。

　　　なお、この計画の提出はアの計画の提

貸付までの流れ

家畜疾病経営維持資金（クイック融資メニュー）について

農林水産省
（動物衛生課）

発生
都道府県

融資機関

借入希望者

①通知発出（防疫措置完了３日後まで）
【通報遅れ疑い等要件への該当の有無】

③計画作成・提出
【借入申込】

⑤計画承認
【発生事実・要件
への該当確認】

⑥資金融通

④計画承認申請
【借入計画額の確認】

高病原性鳥インフルエンザや豚熱等の疾病発生直後に急激に悪化する資金繰りに対応するため、
原則全ての発生農家に家畜伝染病予防法に基づき経営再開のために交付される手当金等の交付
見込額を限度として、迅速な資金融通を可能とする支援メニューを措置。

〇 貸付対象者
対象疾病（※１）の発生に伴い、飼養家畜の処分を行った者
ただし、防疫措置完了時点で以下の疑いがある者を除く。
①発生に当たって飼養する家畜に異状が生じていたにも
かかわらず出荷するなど、まん延につながる行動をとった

②発生時に都道府県のまん延防止措置に協力しなかった
③発生に当たって都道府県に対する通報の遅延や飼養衛生管
理基準の不遵守により、手当金等の減額率が ％を超過す
ることが見込まれる

〇 貸付限度額 以下ア・イのいずれか低い額
ア 手当金等交付見込額（単価×処分頭羽数）（※２）
イ ３億円（１発生事例当たり）

〇 償還期限
２年以内（一括償還）
ただし、手当金等交付を受けた場合は速やかに償還

〇 貸付利率 無利子

〇 その他 保証料免除
※１ 口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性及び低病原性鳥インフルエンザ等
※２ 過去の手当金等交付時の評価実績額に を乗じて殺処分１頭羽当たりの単価を

別途算定した上で、当該単価に処分頭羽数を乗じて求める。
（単価例：採卵鶏 円、肉用鶏 円、繁殖豚（雌） 円、肥育豚 円）

貸付条件

➁
事
前
情
報
提
供

〇処理期間の目途（③ ⑥で最短で数週間から１か月程度）

（図１）家畜疾病経営維持資金（クイック融資メニュー）について
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出を受けてから５業務日程度を目安とし
ています。

　ウ　都道府県による経営安定計画の審査・
承認

　　（ア）都道府県知事は、融資機関から経
営安定計画が提出されたときは次に掲
げる事項等を審査します。

　　　・借入計画額が貸付限度額以内である
こと

　　　・対象家畜伝染病が発生し、防疫措置
が実施された事実があること

　　　・融資対象者から除外される要件のい
ずれにも該当しないこと

　　　　※�　除外される要件とは１の（１）
アからウです。

　　（イ）都道府県知事は、（ア）の審査の結
果、妥当と認められる場合は、経営安
定計画の承認を行い、融資機関に通知
するとともに、中央畜産会会長（以下、

「会長」という）に報告します。
　　　　なお、この承認はイの融資機関から

の提出を受けてから３業務日程度を目
安としています。

　エ　融資機関による貸付実行
　　　融資機関は、都道府県知事から経営安

定計画を承認した旨の通知を受けた場合
は、承認を受けた経営安定計画に係る借
入希望者に対して速やかに資金を融通し
ます。

（３�）融資機関による貸付実行と利子補給金
交付の手続き

　ア　貸付実行報告書等の提出
　　（ア）融資機関は、クイック融資メニュー

の貸付けについて、 クイック融資メ
ニューに適合する旨の都道府県知事の
確認を受けた後、借入者、貸付額、貸
付利率、償還予定日、利子補給金の予
定額等を内容とするクイック融資メ
ニュー貸付実行報告書を中央畜産会に

貸付実行月の翌月末までに提出しま
す。

　　（イ）また、融資機関は、クイック融資
メニュー貸付実行報告書に異動が生じ
た場合には、クイック融資メニュー異
動報告書を、速やかに中央畜産会に提
出します。

　　　　なお、当該貸付案件が、基金協会の
債務保証引受案件である場合には、当
該異動報告内容を速やかに基金協会に
通知するものとします。

　イ　利子補給額等の通知
　　（ ア ） 中 央 畜 産 会 は、 ク イ ッ ク 融 資 メ

ニュー貸付実行報告書に基づいた利子
補給金交付予定額等を内容とするク
イック融資メニュー利子補給額等計算
書により都道府県および信農連等なら
びに融資機関に通知します。

　　（イ）また、中央畜産会は、クイック融
資メニュー異動報告書の提出があった
場合には、同報告書により利子補給額
等を修正して、クイック融資メニュー
異動修正計算書により、都道府県およ
び信農連等ならびに融資機関に通知し
ます。

　ウ　利子補給金の請求
　　（ア）利子補給金の交付を受けようとす

る融資機関は、中央畜産会から送付さ
れたクイック融資メニュー利子補給額
等計算書またはクイック融資メニュー
異動修正計算書に基づきクイック融資
メニュー利子補給金請求書を作成し、
都道府県知事の承認後、中央畜産会に
対し提出します。

　　（イ）令和７年４月１日以降のクイック
融資メニューの貸付けに係るクイック
融資メニュー利子補給金請求書の提出
期限は、実施要領第５の２の（７）の
イで定めています（別添２）。
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（４）貸付時・貸付後の留意事項
　ア　クイック融資メニューの借入者は、本

資金借入後、遅滞なく手当金等の交付申
請を行うよう努めるものとします。

　イ　発生都道府県は、クイック融資メニュー
借入者に対して手当金等の交付申請手続
の支援を行うなど、資金の確実な償還の
ために必要な指導・助言を行うよう努め
てください。

　ウ　なお、手当金等の交付があった場合に
はクイック融資メニューを遅滞なく返還
する必要がありますので、手当金等の入
金口座とクイック融資メニューの入金口
座を同一にして入出金を管理するととも
に、貸付先と手当金等の交付情報の共有
や一括償還を約束する念書の締結等も考
えられるところであり、工夫をお願いし
ます。

クイック融資メニュー保証交付金

　クイック融資メニューの貸付において、農
業信用保証保険制度を活用する場合は、被保
証者が負担する保証料を免除するため、基金
協会に対し、保証交付金を交付します。
（１）債務保証の対象資金
　融資機関が債務保証の被保証者に貸し付け
るクイック融資メニューによる資金です。
（２）保証料免除に係る補塡の条件
　ア　補塡の対象となる保証料率の上限
　　　補塡の対象となる保証料率の上限は、

各基金協会が定める保証料率とします。
　イ　保証料免除の期間
　　　補塡の対象となる保証料免除の期間

は、（１） の 対 象 資 金 の 償 還 期 間 と し、
２年間を上限とします。

（実施要領第５の２の（７）のイで定める利子補給金請求書の提出期限）

区 分
利子補給金請求書の提出期限

初年度分 第２年度分

令和７年４月１日から令和７年

９月３０日までの間の貸付けに

係るもの

令和８年

11月末日

令和９年

11月末日

令和７年１０月１日から令和８

年３月３１日までの間の貸付け

に係るもの

令和９年

５月末日

令和10年

５月末日

区 分
利子補給金請求書の提出期限

初年度分 第２年度分

令和８年４月１日から令和８年

９月３０日までの間の貸付けに

係るもの

令和９年

11月末日

令和10年

11月末日

令和８年１０月１日から令和９

年３月３１日までの間の貸付け

に係るもの

令和10年

５月末日

令和11年

５月末日

（別添２）
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（３）保証交付金交付の手続き
　ア　クイック融資メニュー保証交付金事業

に係る債務保証の保証料免除に伴い、保
証交付金の交付を受けようとする基金協
会は、あらかじめクイック融資メニュー
保証交付金の交付に関する契約締結申込
書にクイック融資メニュー保証交付金の
交付に関する契約書を２部添えて会長に
提出し、交付契約を締結します。

　　　なお、当面、債務保証の引き受けが予
定されていない場合でも、迅速性を確保
する観点から事前に契約を締結しておく
ことも可能です。

　イ　基金協会は、クイック融資メニュー借
入者に対し債務保証した場合には、 ク
イック融資メニュー債務保証引受状況報
告書に関係書類を添付して、会長に提出
します。

　　　また、繰上償還等により提出した報告
書に変更が生じた場合には、速やかにク
イック融資メニュー債務保証状況等異動
報告書に関係書類を添付して、会長に提
出します。

　　　なお、関係書類は、保証料率が分かる
資料や返済計画表などです。

　ウ　会長は、クイック融資メニュー債務保
証引受状況報告書またはクイック融資メ
ニュー債務保証状況等異動報告書に基づ
き、クイック融資メニュー保証交付金償
還計画額・交付金額計算書またはクイッ
ク融資メニュー保証交付金償還計画額・
交付金額異動修正計算書を作成し、基金
協会に通知します。

　エ　基金協会は、毎年度、クイック融資メ
ニュー保証交付金請求書を会長が定める
期日までに提出してください。（クイッ
ク融資メニューの保証交付金の請求事務
について（令和８年３月 31 日付け７年
度発中畜第 5671 号。 会長通知） では、

保証交付金算定期間（４月１日から翌年
の３月 31 日まで）における保証料免除
額について、翌年度の５月末日までに提
出していただくことを定めています。）

　オ　請求することができる保証交付金の額
は、基金協会の債務保証残高に各基金協
会が定める保証料率を乗じて算定した額
を限度とします。

　カ　中央畜産会は、保証交付金の請求が
あった場合には、当該基金協会に対し保
証交付金を交付します。

迅速な貸付け確保に向けて

　これまでの実績を踏まえた場合、より迅速
な貸付けを確保するためには、経営改善計画
の作成、融資機関の審査がポイントとなりま
す。貸付対象者となる畜産経営者さんと融資
機関（メインバンク）との関係強化が重要と
なります。
　畜産経営者の皆さまには、万一クイック融
資メニューを利用する状況に至った場合にも
的確に対応できるよう、日頃から、経営実績
を数値で把握できるようにしていただくとと
もに、取引金融機関（メインバンク）と、定
期的に経営状況を共有することが重要となり
ます。
　これはクイック融資メニューに限ったもの
ではありません。融資機関との情報共有は、
経営に関する相談や新たな投資に向けた相談
がスムーズに進むというメリットがあります。

おわりに

　現在、家伝法の一部改正が国会で審議され
ており、その改正内容には、豚熱の取り扱い
が含まれていますので、国会審議の状況や一
部改正に伴う要綱等の改正についてもご留意
ください。
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１．肉用牛肥育経営安定交付金（牛マルキン）〔令和８年１・２・３月分〕

　令和８年１・２・３月に販売された交付対象牛に適用する畜産経営の安定に関する法律（昭和
36 年法律第 183 号）第３条第１項に規定する交付金について、肉用牛肥育経営安定交付金交付
要綱（平成 30 年 12 月 26 日付け 30 農畜機第 5251 号）第４の６の（１）から（４）までの規定
に基づき標準的販売価格および標準的生産費ならびに交付金単価（確定値）を表１および表２の
とおり公表しました。
　また、令和８年１・２・３月に販売された交付対象牛に適用する同要綱第４の８の精算払いの
額については、表１の確定値により算出された交付金の額と概算払の額との差額となります。

（表１）肉専用種の交付金単価（概算払および確定値）

算出の区域
肉用牛１頭当たりの交付金単価

算出の区域
肉用牛１頭当たりの交付金単価

令和８年１月
確定値（概算払）※1

令和８年２月
確定値（概算払）※1

令和８年３月
確定値

令和８年１月
確定値（概算払）※1

令和８年２月
確定値（概算払）※1

令和８年３月
確定値

北海道 26,382.6 円
（19,200.8 円）

－
－ － 新潟県 －

－
－
－ －

青森県 5,760.9 円
－

－
－ － 富山県 －

－
－
－ －

岩手県 －
－

－
－ － 石川県 ※2 －

－
－
－ －

宮城県 －
－

－
－ － 福井県 －

－
－
－ －

秋田県 －
－

－
－ － 岐阜県 －

－
－
－ －

山形県 －
－

－
－ － 愛知県 －

－
－
－ －

福島県 6,352.2 円
－

－
－ － 三重県 －

－
－
－ －

茨城県 －
－

－
－ － 滋賀県 －

－
－
－ －

栃木県 －
－

－
－ － 京都府 －

－
－
－ －

群馬県 15,681.6 円
（8,499.8 円）

－
－ － 大阪府 －

－
－
－ －

埼玉県 －
－

－
－ － 兵庫県 ※2 －

－
－
－ －

千葉県 －
－

－
－ － 奈良県 －

－
－
－ －

東京都 －
－

－
－ － 和歌山県 －

－
－
－ －

神奈川県 －
－

－
－ － 鳥取県 －

－
－
－ －

山梨県 14,660.1 円
（7,478.3 円）

－
－ － 島根県 －

－
－
－ －

長野県 －
－

－
－ － 岡山県 －

－
－
－ －

静岡県 －
－

－
－ － 広島県 －

－
－
－ －

（つづく）

各種交付金単価の公表について

農畜産業振興機構からのお知らせ3
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２．肉豚経営安定交付金（豚マルキン）〔令和７年度第１～４四半期〕

　令和７年４月から令和８年３月までの算出期間（令和７年度第１～４四半期）における、畜産
経営の安定に関する法律（昭和 36 年法律第 183 号）第３条第１項に規定する交付金については、
肉豚経営安定交付金交付要綱第４の５の（１）の規定により算出した標準的販売価格および同（2）
の規定により算出した標準的生産費がそれぞれ下記のとおりとなり、前者が後者を下回らなかっ
たことから、その交付はありません。

（表２）交雑種・乳用種の交付金単価
肉用牛１頭当たりの交付金単価

令和８年１月確定値（概算払）※1 令和８年２月確定値（概算払）※1 令和８年３月確定値

交雑種 －円（－円） －円（－円） －円

乳用種 37,195.2 円（30,364.4 円） 30,357.9 円（23,975.3 円） 28,743.3 円

※１�　表中の令和８年１月及び２月の肉用牛１頭当たりの標準的生産費及び肉用牛１頭当たりの交付金単価は、上段に確定値、
下段（ ）内に概算払時の公表値を表示しています。

　　・肉用牛１頭当たりの交付金単価（概算払）：
　　�　配合飼料価格安定制度における四半期別の価格差補塡の支払がないものとして算出した肉用牛１頭当たりの標準的生産

費（見込み）と、肉用牛１頭当たりの標準的販売価格との差額に、100 分の 90 を乗じた額から 7,000 円を控除した額
　　・肉用牛１頭当たりの交付金単価（確定値）：
　　�　労務費の直近の動向の反映に加え、当該制度における価格差補塡の支払があった場合、その額を反映した肉用牛１頭当

たりの標準的生産費（確定値）と、肉用牛１頭当たりの標準的販売価格との差額に、100 分の 90 を乗じた額
※２�　※２を付した県については、都道府県標準販売価格が、全国一円を区域として算出した標準的販売価格に、都道府県標

準販売価格の標準偏差の２倍の額を加えた額を上回ったため、１月分は石川県、兵庫県、２月分は兵庫県、３月分は石川県、
兵庫県において、単独で標準的販売価格の算定を行っています。

算出の区域
肉用牛１頭当たりの交付金単価

算出の区域
肉用牛１頭当たりの交付金単価

令和８年１月
確定値（概算払）※1

令和８年２月
確定値（概算払）※1

令和８年３月
確定値

令和８年１月
確定値（概算払）※1

令和８年２月
確定値（概算払）※1

令和８年３月
確定値

山口県 －
－

－
－ － 長崎県 －

－
－
－ －

徳島県 －
－

－
－ － 熊本県 －

－
－
－ －

香川県 －
－

－
－ － 大分県 －

－
－
－ －

愛媛県 －
－

－
－ － 宮崎県 －

－
－
－ －

高知県 －
－

－
－ － 鹿児島県 －

－
－
－ －

福岡県 －
－

－
－ － 沖縄県 －

－
－
－ －

佐賀県 －
－

－
－ －

（表３）肉豚経営安定交付金単価
算出期間 令和７年４月から令和８年３月まで

肉豚１頭当たりの標準的販売価格 45,648 円／頭

肉豚１頭当たりの標準的生産費 44,219 円／頭

肉豚１頭当たりの交付金単価※ －（交付なし）

※�　肉豚１頭当たりの交付金単価は、肉豚１頭当たりの標準的生産費と肉豚１頭当たりの標準的販売価格との差額に 100 分の
90 を乗じた額です。


